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開会 午前９時30分

○議長（奥田俊昭君） 皆さんおはようございます。

本日、平成４年第５回可児市議会臨時会が招集されましたところ、議員各位には大変御多

忙の中、御参集を賜りまして、まことにありがとうございました。

開会及び開議の宣告

○議長（奥田俊昭君） ただいまの出席議員は26名でございます。したがって、定足数に達し

ておりますので、これより平成４年第５回可児市議会臨時会を開会いたします。

日程に入るに先立ちまして、市長から特に発言を求められておりますので、これを許しま

す。

市長 鈴木告也君。

○市長（鈴木告也君） 平成４年第５回可児市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各

位には極めて御多忙のところ定刻に御参集賜り、まことにありがとうございます。

一雨ごとに朝夕めっきり寒くなってまいりましたが、皆様方におかれましてはますます御

健勝の御様子、まずもってお喜び申し上げます。

また、先般挙行いたしました可児市制施行10周年記念式典及びアースビジョン'92 緑の国

際フォーラムには、議員各位を初め市民皆様の御協力により滞りなく開催できましたことに

深く感謝を申し上げます。

なお、本日の臨時会に御提案申し上げます案件は、工事請負契約の締結について１件でご

ざいます。詳細につきましては後ほど総務部長より御説明申し上げますので、何とぞよろし

くお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。

○議長（奥田俊昭君） 次に、諸報告を事務局長からいたさせます。

事務局長。

○議会事務局長（林 邦夫君） それでは、諸報告を申し上げます。

議長会の関係でございますけれども、今月11月12日に岐阜県市議会議長会が美濃市で開催

されました。その内容につきましては、お手元に配付させていただきましたのでよろしくお

願いいたします。以上でございます。

○議長（奥田俊昭君） 以上をもって諸報告は終わりました。

これより本日の会議を開きます。

本日の日程はお手元に配付いたしましたとおり定めましたので、よろしくお願いをいたし

ます。

会議録署名議員の指名

○議長（奥田俊昭君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、議長において19番議員 渡辺重造君、20番議員 小池優之助君を



指名いたします。

会期の決定について

○議長（奥田俊昭君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これに御異

議ございませんか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○議長（奥田俊昭君） 異議がないものと認めます。よって、今期臨時会の会期は、本日１日

と決しました。

諸般の報告について

○議長（奥田俊昭君） 日程第３、諸般の報告についてを議題といたします。

地方自治法第 180条第１項の規定により専決処分された事件について、同条第２項の規定

により市長からその旨報告がございましたので、お手元に配付させていただきましたのでよ

ろしくお願いをいたします。

議案第106号について（提案説明・質疑・採決）

○議長（奥田俊昭君） 日程第４、議案第 106号 請負契約の締結についてを議題といたしま

す。

提出議案の説明を求めます。

総務部長 山口正雄君。

○総務部長（山口正雄君） お手元の第５回可児市議会臨時会議案書をごらんいただきたいと

思います。

１ページでお願いいたします。

議案第 106号 請負契約の締結についてでございます。

今回の契約の目的につきましては、帷子汚水幹線の管渠の築造（第５工区の２）というこ

とで、先般９月議会で５工区の１を御議決いただいておりますけれども、その関連でござい

ます。

工事延長 105メートルで、このうち推進工法を92メートル予定をいたしております。

契約の方法といたしましては、指名競争入札14社で行いました。

契約の金額１億 6,068万円でございます。

相手方といたしまして、名古屋市中区錦１丁目３番の７号 清水建設株式会社名古屋支店

取締役支店長 村上謙一郎でございます。

なお、工期につきましては、議決の日から平成５年３月19日を予定をいたしております。

以上でございます。

○議長（奥田俊昭君） これより質疑を許します。



〔 なし」の声あり〕「

○議長（奥田俊昭君） 質疑もないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております案件については、委員会の付託並びに

討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○議長（奥田俊昭君） 異議がないものと認めます。よって、議題となっております案件につ

いては、委員会の付託並びに討論を省略し、直ちに採決することに決しました。

ただいまから議案第 106号 請負契約の締結について採決いたします。

お諮りいたします。本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○議長（奥田俊昭君） 異議がないものと認めます。よって、本案は原案のとおり決すること

に決しました。

意見書案第４号について（提案説明・質疑・討論・採決）

○議長（奥田俊昭君） 日程第５、意見書案第４号 政治倫理の確立等に関する意見書を議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。

25番議員 林 義弘君。

○２５番（林 義弘君） 朗読をもって、提案説明にかえさせていただきます。

政治倫理の確立等に関する意見書（案）

佐川急便事件に係る、政治家への不正献金と検察当局の捜査と処分については、とても国

民の納得を得られるものではない。その流れの中で政治家一人が辞職すれば済むというもの

ではなく、５億円の流れをはっきりさせるよう要求するところである。

また捜査の過程の中から、暴力団とのかかわりが明らかになるなど、政治に対する国民の

信頼を裏切るものであり、その政治的、道義的責任はまことに重大である。

また、それ以前の竹下政権誕生に絡み、20億円とも30億円とも言われる多額なお金が右翼

団体ヘ流れようとしたことは、政界と右翼団体の不透明な関係を浮き彫りにするものであり、

さらに国民の信頼を裏切るものである。

よって、暴力追放決議を行った可児市議会は、政府が疑惑の真相を徹底的に解明するとと

もに、政治倫理の確立、企業団体献金の禁止を含む政治資金の規制強化等に関する法制度を

早急に整備されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条第２項の規定により意見書を提出する。平成４年11月16日、岐阜

県可児市議会。内閣総理大臣、法務大臣、自治大臣殿。

全員一致の御採択をよろしくお願い申し上げます。

○議長（奥田俊昭君） これより質疑を許します。

〔 なし」の声あり〕「



○議長（奥田俊昭君） 質疑もないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔 なし」の声あり〕「

○議長（奥田俊昭君） 討論もないようでございますので、これにて討論を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案について採決いたしたいと思

います。これに御異議ございませんか。

〔 なし」の声あり〕「

○議長（奥田俊昭君） 異議がないものと認めます。よって、本意見書案について採決するこ

とに決しました。

ただいまから意見書案第４号について採決いたします。

お諮りいたします。本意見書案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○議長（奥田俊昭君） 異議がないものと認めます。よって、本意見案は原案のとおり決する

ことに決しました。

閉会の宣告

○議長（奥田俊昭君） 以上をもちまして、今期臨時会に付議されました案件はすべて議了い

たしました。

本日の会議はこれをもって閉じます。

平成４年第５回可児市議会臨時会を閉会いたします。

どうも御苦労さまでございました。

閉会 午前９時42分

前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成４年11月16日

可児市議会議長

署 名 議 員

署 名 議 員


